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総合資源エネルギー調査会 電力・ガス事業分科会 

電力・ガス基本政策小委員会 制度検討作業部会（第31回） 

 

日時 平成31年４月22日（月）16：00～17：54 

場所 経済産業省本館17階 第１～３共用会議室 

＜委員＞ 

横山座長、秋元委員、安藤委員、大山委員、小宮山委員、曽我委員、武田委員、 

廣瀬委員、又吉委員、松村委員 

＜オブザーバー＞  

菅野 等   電源開発株式会社 常務執行役員 

國松 亮一  一般社団法人日本卸電力取引所 企画業務部長 

竹股 邦治  イーレックス株式会社 常務取締役 

佐藤 悦緒  電力広域的運営推進機関 理事 

都築 直史  電力・ガス取引監視等委員会事務局総務課長 

竹廣 尚之  株式会社エネット 経営企画部長 

中村 肇   東京ガス株式会社 電力トレーディング部長 

内藤 直樹  関西電力株式会社 執行役員・総合エネルギー企画室長 

鍋田 和宏  中部電力株式会社 執行役員 コーポレート本部 部長 

渡辺 宏   出光興産株式会社 上席執行役員  

エネルギーソリューション事業本部長 

山田 利之  東北電力株式会社 送配電カンパニー 電力システム部 

技術担当部長 

 

議題： 

（１）非化石価値取引市場について 

（２）容量市場について 

（３）その他 

＜連絡先＞ 

経済産業省 資源エネルギー庁 電力・ガス事業部 電力基盤整備課 

TEL：０３－３５０１－１５１１（内線4761） FAX：０３－３５０１－３６７５ 

〒１００－８９３１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 
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○鍋島電力供給室長 

 定刻となりましたので、ただいまから総合資源エネルギー調査会電力・ガス事業分科会電力・

ガス基本政策小委員会第31回制度検討作業部会を開催いたします。 

 委員の皆様方におかれましては、ご多忙のところご出席いただき、ありがとうございます。 

 本日は、大橋委員は欠席とのご連絡をいただいております。 

 また、今回より柳生田オブザーバーにかわり、出光興産株式会社より渡辺様にご出席いただい

ております。よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速ですが議事に入りたいと思いますので、以降の議事進行は横山座長にお願いい

たします。 

○横山座長 

 それでは本日もどうぞよろしくお願いをいたします。 

 議事次第に従って進めさせていただきたいと思います。 

 本日は、議事次第にございますように、非化石価値取引市場と容量市場についてご議論いただ

きたいと思います。 

 それでは早速ですが、お手元の資料３、非ＦＩＴ非化石証書の取引に係る制度設計についてと

いうことで、事務局のほうからご説明をお願いいたします。 

○鍋島電力供給室長 

 それでは、資料３をごらんいただければと思います。 

 まず１ページ目をごらんください。 

 ３月27日の第16回電力・ガス基本政策小委におきまして、本作業部会における非化石証書の取

引に係る制度設計について検討状況をご報告いたしました。同小委におきましては、小売事業者

の事業環境にも十分留意しながら、今後の制度検討作業部会において残された詳細論点について

議論を行い、中間評価の基準の導入に向けた手続を進めるということとされました。 

 その際、中間評価の基準の導入時期については2020年度、化石電源グランドファザリングの第

１フェーズの終了時期は2022年度として検討を進めることとし、導入に当たっては所定のパブリ

ックコメントの手続を経ることとされたところです。 

 続いて２ページ目からは、基本政策小委の議論のまとめを掲載しております。説明は割愛いた

します。 

 ５ページ目をごらんいただければと思います。 

 オブザーバー等からの補足意見ということでございまして、基本政策小委及び制度検討作業部

会の議論に関しまして、竹廣オブザーバー等から事務局宛てに補足意見をいただきました。新電
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力14社と相談いただいた内容と伺っております。内容をご紹介いたします。 

 証書購入量の試算結果から想定される負担額は巨額であり、新電力の経営に甚大な影響を与え

るものであることから、以下の制度措置を強く要望したい。 

 １、中間目標フェーズ１の制度設計について。 

 （１）必要な制度措置について。 

 ①高度化法の目標達成に必要な非化石証書の購入費用を全事業者が同じ条件で小売料金に転嫁

することを制度上担保すること。 

 ②非ＦＩＴ非化石証書の販売益については、発電事業者に非化石電源の維持・拡大を進めるイ

ンセンティブを与えるという趣旨以外に収入が使われることがないよう、用途を厳密に制限する

こと。その際には、発電事業者間の公平性の観点も踏まえた制度措置を講ずること。 

 （２）上記の措置が難しい場合に必要な制度措置について。 

 ①高度化法の中間目標のさらなる引き下げといたしまして、激変緩和措置等の拡大など。 

 ②ＦＩＴ非化石証書の最高・最低取引価格の引き下げ。 

 ③非化石価値取引市場の需給ひっ迫回避措置が要望されております。 

 次に、２つ、中間目標フェーズ１以降の制度設計についてということで、（１）全事業者が比

較的平等にアクセス可能と考えられる再エネについてのみ、全事業者に対して同様の目標を設定

すること。 

 （２）中間目標のフェーズ１に引き続き、グループ外からの非化石証書購入量を全事業者一律

にすること。 

 こうした要望になっております。後ほど竹廣オブザーバーからも口頭で補足いただければと思

います。 

 続きまして、６ページ以降、本論に入ります。 

 基本政策小委の議論を踏まえた今後のスケジュールについてということでございますが、事務

局において詳細スケジュールを詰めました。そのスケジュールですけれども、まず、中間評価の

対象は、2020年４月以降発電分とする。 

 次に、第２フェーズの具体的な目標設定の議論は、2021年７月末以降に適切な場で行う。 

 それから、最初の評価につきましては、2023年7月月以降に2020年度から2022年度の非化石電

源比率について中間評価を行う。こうした形になると考えます。 

 続きまして７ページ目ですけれども、３ポツに続きがございます。 

 卒ＦＩＴの取り扱いについてですが、2019年11月から12月発電分の卒ＦＩＴ証書は、2019年度

分の高度化法の報告に利用可能です。2020年１月から３月発電分の卒ＦＩＴ証書は、高度化法の
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報告が歴年ベースですので、2020年分の高度化法の報告に利用可能でございますが、ただ、高度

化法の中間評価を行う際には勘案しないということとしたいと思います。つまり、2020年度の報

告様式におきましては、１－３月発電分と2020年４月から12月発電分を分けて報告いただくとい

う形にしたいと思います。 

 続きまして８ページです。 

 またスケジュールの話ですけれども、卒ＦＩＴ以外の非化石電源につきましては、実務に混乱

を与える可能性もあります。準備も必要ですので、中間目標が導入される2020年４月以降の発電

分から証書を発行することとしたいと考えております。 

 ２つ目のポツですが、なお、小規模卒ＦＩＴ電源については、これはオークションは行わない

ということになっておりましたので、事実上、非ＦＩＴ非化石電源のオークションという点につ

きましては、この４月－６月発電分を2020年11月ごろにオークションするということになろうか

と思います。 

 こうしたもろもろのことを踏まえますと、具体的なスケジュールは９ページに掲載しているよ

うなものになるのではないかと考えております。 

 続きまして10ページでございますが、非ＦＩＴ非化石証書の取引に係る諸規程の整備について

です。 

 この非ＦＩＴ非化石証書の取引に係る諸規程につきましては、パブリックコメントなどを実施

した上で、2019年10月中に施行することを目指したいと考えております。あわせて、この2020年

4月以降、この非ＦＩＴ非化石証書も大量に発行されていくことでありますので、税法上の所要

の整備を行っていくことも重要ではないかと考えております。 

 続きまして11ページでございます。 

 グループ内における非化石価値の取引についてということですが、これは以前の議論の振り返

りでございますが、一定の範囲内に限り非ＦＩＴ非化石証書についてはグループ内取引を認める

ことにしておりました。 

 そのことに関連しまして、12ページをごらんいただければと思います。 

 証書の取引方法についてですけれども、過去の作業部会におきまして、この非ＦＩＴ非化石電

源の非化石価値については相対取引も可能としていたところでございます。 

 ２つ目のポツ、２行目でございますが、グループ内取引の証書の範囲に、先ほど申し上げたよ

うな制約をかけた結果、この当該範囲内の証書については、経済合理的な判断として発電事業者

としては何らかの形で外部に販売するということになろうかと思います。 

 ３ポツですけれども、したがいまして、グループ内取引の範囲外の証書はグループ外におのず
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と販売されていくと考えられますので、発電事業者に対してこの証書をＪＥＰＸのオークション

で販売するということを強制しなくてもよいのではないかと考えております。 

 ただしでございますけれども、この※のところに書いてございますけれども、第１フェーズに

おきましては、激変緩和の導入によりまして価格が高騰する蓋然性は低くなっていると考えてお

ります。ただ、あえて市場に非化石証書を供出しないというような行動が行われた結果、非化石

証書の市場価格の高騰するというような状況が生じている場合には、これを防止するため、小売

事業者全体の目標値を調整する等の対応を検討することも考えられるのではないかと考えており

ます。 

 最後のポツですけれども、この小売事業者がグループ内で取引する証書につきましては、この

グループ内の発電事業者の非化石電源の電源構成に応じて偏りなく調達することが求められるの

ではないかと考えております。 

 続きまして13ページですけれども、非ＦＩＴ非化石証書の入札上限価格です。 

 これも同じく、竹廣オブザーバーからの要望にもありました、この高騰防止の観点に関係する

ところでございますけれども、２つ目のポツですけれども、激変緩和の導入によって価格が高騰

する蓋然性は低くなっているというところではございますが、他方で、小売事業者による買い占

め行為や価格のつり上げ等の価格操作を防ぐため、万全を期すための措置といたしまして、オー

クションにおいて買い手の入札上限価格を設けてはどうかと考えております。その価格水準につ

ては、４円／kwhとしてはどうかと考えております。 

 続きまして14ページです。 

 グランドファザリング関係でございますけれども、これは以前の作業部会におきまして、事業

者が購入したＦＩＴ非化石証書分をグランドファザリングの基準設定の際に勘案することは不適

当という意見ございました。 

 ３つ目のポツで、この際、グランドファザリングの設定の基準からこのＦＩＴ非化石証書の購

入分は控除するということを明確にしたいと考えております。 

 ４ポツですけれども、こうした手当てを行うことを前提に、グランドファザリングの設定年に

ついては、2018年度を基準とすることとしたいと考えております。 

 15ページは、過去の資料の再掲となります。 

 16ページですけれども、グランドファザリングと既存契約の関係についてです。 

 ２つ目のポツですけれども、既存契約の解除等によりまして非化石価値が調達できなくなった

場合については、非化石電源の調達環境が悪化していると考えられますので、事業者からの申請

を踏まえまして、グランドファザリングの設定時の基準から、当該契約に基づき調達していた電
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力量分を控除するということとしてはどうかと考えております。 

 １つ目の※の部分でございますが、ただ、若干複雑な事情がありまして、複数年の相対契約の

場合は、証書が相対契約で小売事業者に譲渡されなかったとしても、既存契約の電気料金の部分

について割引を行うことで、実質的に無償で証書が小売事業者に譲渡されるというような可能性

もあるではないかと考えております。こうした場合においては、グランドファザリングの調整を

行わないといった対応が適当と考えております。こうした点も踏まえますと、可能な限りグラン

ドファザリング設定の根拠となった複数年の相対契約を維持する場合は、証書の移転について当

事者間で真摯に協議を行っていただきたいと考えるところでございます。 

 最後のポツの非化石証書に係る既存契約見直しガイドラインについては、具体的な検討を進め

てまいりたいと考えております。 

 17ページ、竹廣オブザーバーからも意見のあった価格転嫁の件になります。 

 ２つ目のポツ、高度化法第14条を引いておりますけれども、こうした観点を踏まえ、３つ目の

ポツですけれども、国といたしましても、小売事業者及び需要家に対して、証書購入費用の円滑

かつ適正な転嫁に寄与するため、中間評価の基準の導入等の趣旨を広報するとともに所要の環境

整備を行うことが適当と考えております。 

 続いて18ページですけれども、これも関連する議論でございますけれども、３つ目のポツでご

ざいます。これは以前の作業部会におきまして、この転嫁については経済合理的な行動としては

転嫁が行われるんだろうと。ただ、一部事業者が証書収入を小売に内部補助している場合には転

嫁はできないといった議論があったかと思います。 

 これに関しまして３ポツを書いてございますけれども、市場監視の結果、卸市場において市場

支配の行為をする発電部門が、小売市場における競争を歪曲化する程度に、非ＦＩＴ非化石証書

の収入で小売部門への不当な内部補助を行っていると判断される場合には、ほかの小売事業者の

高度化法への取り組みへの影響が生じかねないと。安心していろんな取り組みができないという

ふうに考えますので、当該事業者について、場合によっては次年度以降の高度化法の中間評価の

基準やグランドファザリングの設定方法を見直すといった対応について検討していくことが考え

られるのではないかと思います。 

 具体的な方法としては、本年７月から開設されるベースロード市場で、内外一致価格が実現す

るかどうか監視することになっておりますので、端的に言いますと、このベースロード市場の供

出価格と小売価格の関係等について判断していくと、見ていくということになろうかと思います。 

 ４つ目のポツですけれども、不当廉売の監視の運用に当たりましても、簡易的性質を持つ費用

が判断要素の一つとなると考えられますので、その範囲の考え方において非化石証書購入費用を
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勘案する等ということもあり得るのではないかと考えております。これは電力・ガス取引監視等

委員会においてご判断される部分もあるのではないかと思います。 

 続きまして19ページですけれども、小売事業者による環境への取り組み状況の説明等について

ということでございますけれども、この高度化法の取り組みについても一種の環境への取り組み

の一つだと考えますので、高度化法の取り組みについて誤認を与えることなく需要家に丁寧に説

明を行うことが重要と考えますと、例えば小売営業ガイドラインにおきましても、こうした証書

の購入量を明示することを望ましい行為として位置づけるということが考えられるのではないか

と思います。 

 20ページ以降は、内部補助の防止策についてということをスライドを書いております。 

 23ページにおきまして、このベースロード市場の監視における内外一致の原則について資料を

掲載しております。 

 それから24ページでございます。 

 非化石電源の利用促進への自主的取り組みについてというところでございますが、この証書収

入を非化石電源の利用促進に充てるような自主的取り組みを求めていく発電事業者といたしまし

ては、まず旧一般電気事業者のグループ、それから電源開発につきましても非化石電源の保有量

も多いですし、非化石証書の収入を非化石電源の利用の促進に充てることを要請していくと。そ

の上で、定期的な説明を求めるということとしてはどうかと考えております。 

 25ページでございますけれども、そうした取り組みを求める発電事業者に対しましては、ここ

に書いてありますような、非化石電源の証書収入につきまして、非化石電源設備の新設・出力増、

非化石電源を安全に廃棄するための費用、非化石電源設備の耐用期間延長工事、安全対策費用等

に用いるということを求めてはどうかと考えております。 

 この具体的な仕組みといたしまして、これは行政からの発電事業者に対する自主的取り組みの

要請ということもあるわけですけれども、小売事業者におきましても発電事業者から非化石証書

を購入するに当たりまして、契約などにおいて、こういう不当に発電事業者が小売競争を制限す

る用途に証書収入を使わないように、ここに書いてあるような用途に、この証書収入を使うとい

うことを求めるように、小売事業者においても努力していただくということを小売事業者に対し

てお願いするということもどうかと考えております。 

 26ページでございますが、これもちょっと転嫁の論点と関係しますけれども、２つ目のポツで

すが、経過措置料金の算定におきまして、発電部門における証書収入を控除収益として取り扱っ

た場合には、この料金原価を押し下げになってしまうというのが、こういう技術的な問題がござ

います。したがいまして、料金算定規則等において、この非化石電源の利用の促進が行われるよ
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うな必要な措置を講じていくということも検討してまいりたいと考えております。 

 続きまして28ページをごらんいただければと思います。 

 達成計画の提出対象事業者については、前年度販売電力量５億kwh以上の小売電気事業者に対

してこの義務を課しておりますけれども、今後の議論といたしまして、これを見直すということ

もあり得るかと思います。 

 具体的には、18年度分の達成計画の提出後に実態把握を行った上で議論することとしたいと思

います。場合によりましては、この１億kwhから提出対象事業者とした上で、今後段階的に目標

を課すということも考えられるのではないかと思います。 

 続きまして29ページですけれども、第１フェーズ以降の中間評価の基準についてですけれども、

この小売事業者、発電事業者双方の予見性を高める観点から、この今まで第２フェーズと単に言

っていた2022年度末以降の時期につきまして、さらに２つに分割しまして、23年度から2Y年まで

を第２フェーズ、2Y＋１年から2Z年までを第３フェーズとして、中間評価の基準のあり方を検討

してはどうかと考えております。 

 そのようにして第２フェーズ、第３フェーズと分けた上での、この第２フェーズの中間評価の

基準のあり方についてですけれども、30ページにおきましては、これまでの議論の内容を再掲し

ております。これまで化石電源グランドファザリングについては、段階的に漸減させていくこと

が適当としている一方で、漸減・撤廃するに当たっては、各小売事業者の非化石電源の調達状況

等を注視した上で、小売事業者間の競争に与える影響に留意する必要があり、十分な議論を行い

ながら検討していくとしておりました。 

 その上で、第２フェーズ以降の化石電源グランドファザリングのあり方につきましては、非化

石電源の稼働状況等を踏まえてこれらの電源維持等のインセンティブを損なわないことに配慮し

つつ、グランドファザリングのあり方を適切に見直すことを基本とし、今後、議論するとしてい

たところでございます。 

 31ページでございますが、これは第２フェーズのあり方は、先ほど述べた前のページに書いて

あるような考え方を踏まえた上で、加えて竹廣オブザーバーの意見書にも言及があったところで

はございますけれども、２つ目のポツとして、小売電気事業者による原子力や大型水力等の電気

の調達環境も勘案しつつ、全小売事業者が再エネ等の利用促進に最大限努力するインセンティブ

を持つような目標設定が重要と考えられるのではないかと思います。 

 具体的な詳細な議論というのは、この再エネ調達環境をやはり見ていく必要があると考えます

ので、今の時点ではなかなか議論しづらい、時期尚早ではなかろうかと思うところですけれども、

考え方として何らかの原則を示すという観点でこのような記載を設けております。 
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 32ページですけれども、今後の手続についてです。 

 今後につきましては、今回も含めてこれまでの非化石証書に係る議論を取りまとめた上で、パ

ブリックコメント手続を行い、10月中をめどに規定等の整備を行うことができればと考えており

ます。 

 また２つ目のポツですけれども、７月末に高度化法の達成計画の提出をいただくわけですけれ

ども、それを踏まえて、2020年度の具体的な目標の決定やグランドファザリングの決定を年内を

めどに行いたいと思います。その際に必要となる規定類の整備は、本年度内をめどに行うことと

したいと思います。 

 それから、先ほど申し上げました５億kwhの基準については、まずは実態把握を行った上で議

論することにしたいと思います。 

 最後のポツですけれども、竹廣オブザーバーからの意見書におきましても、激変緩和量の拡大

について言及がございました。また、証書市場のひっ迫防止についても言及があったところでご

ざいますけれども、2020年度の具体的な目標の決定に当たりましては、2020年度に想定される我

が国全体の非化石電源比率、それを踏まえた野心的な目標設定のあり方を踏まえるということの

一方で、激変緩和量の精査、証書市場がひっ迫する蓋然性が低いこと等の確認、これも行いなが

ら、審議会において確認を得ることとしたいと思います。 

 これとは別途、ＦＩＴ証書につきましては、この中間目標導入時に入札最低価格等について議

論するということに従前からなっておりましたので、これは従前からの方針どおり、並行的に検

討されることになります。 

 資料の説明は以上です。 

○横山座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、鍋島さんからもお話しありましたが、竹廣さんのほうから補足意見の追加意見があ

りましたら、よろしくお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

○竹廣オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 まずは、本件に関しまして意見させていただく場をいただきまして、お礼を申し上げたいと思

います。 

 ５ページに記載いただいた内容につきましては、鍋島室長のほうからもご紹介ありましたとお

り、これは当社だけの意見ではなくて、新電力13社になりますけれども──が声をそろえて陳情

書という形でこのたび事務局にご提出させていただいたものであることを申し添えさせていただ
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きたいと思います。 

 これまで、この部会ではもちろん、基本政策小委の場におきましても意見を述べさせていただ

いてきたところですけれども、改めましてこのような形に至った経緯について少し補足させてい

ただければと思います。 

 この高度化法の制定の当初には、2010年ごろにさかのぼりますけれども、2030年の非化石電源

比率目標は一般電気事業者で50％、当時新電力で２％ということで、非化石電源の保有状況の差

というものが考慮されていたというふうに理解をしております。その後、2015年の長期エネルギ

ー需給見通しで、エネルギーミックスの比率が原子力20から22％、再エネ22％から24％となった

ことを受けまして、非化石目標は原子力と再エネの和で44％以上と、こういうふうに設定された

と理解しております。 

 また、このタイミングでは、共同での目標達成も認められていましたけれども、2016年度の告

示改正でもって小売事業者を個社ごとに一律44％以上というふうに変更になっております。つま

り、国全体で44％の目標達成を目指す前提が、当初から大きく変化していると言わざるを得ない

環境になっているという事実がございます。新電力としましても、今後もちろん再エネ投資に積

極的に取り組む所存ですが、原子力や大型水力といったものを保有し得ないことによる差という

ものを、自助努力によって埋めることは困難であるというふうに考えておりますし、目標は非常

に厳しいものというふうになったと受けとめております。 

 これらの実情を踏まえまして事務局でご検討を重ねていただいて、今、このグランドファザリ

ング等の導入で小売事業者の負担に一定の配慮が盛り込まれたというふうに理解をしております。 

 委員からは、これらの措置に理解を示されると同時に、小売事業者の負担額を定量的に示すと

ともに事業に与える影響を確認すべきではないかという意見が複数出されたと記憶しております

し、実際にこの試算の結果から、想定される証書購入の負担額というものが非常に巨額で、新電

力の経営に甚大な影響を与える水準のものであることが、ほぼ明らかになったというふうに理解

をしています。 

 委員からは、新電力は壊滅して、その結果として寡占化がさらに進むことにもなりかねないと

いったような懸念ですとか、同時に新電力の我々のオブザーバーからは、小売競争への悪影響で

すとか、もって需要家の選択肢が縮小されることへの懸念並びに足元の証書負担が増大すること

によって、2030年の高度化目標達成の不確実性が高まることにもなりかねないと、こういった問

題点が述べられて、中間目標設計の抜本的な見直しを求める声が相次いだところでございます。 

 このような事実と議論の経緯から、この新電力13社で声をそろえて意見をさせていただくに至

っております。事務局におかれましては、本内容と委員の皆様のこれまでの意見やご議論をぜひ
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受けとめていただいて、今後の制度設計に生かしていただきたいと切に願っているところでござ

います。 

 また最後にですが、監視等委員会におかれましては、我々新電力は本制度の導入によりまして、

小売の競争環境がゆがむおそれがあるということも強く懸念をいたしておりますので、制度運用

のあらゆる場面で厳密に監視していただくことを改めてお願い申し上げたいというふうに思いま

す。 

 長くなりましたけれども、以上、補足として述べさせていただきました。よろしくお願いいた

します。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、鍋島さんからのご説明の内容につきまして、事務局資料の内容につきましてご意見、

ご質問ありましたら、いつものように名札を立てていただければご指名いたしますので、よろし

くお願いをいたします。 

 それでは廣瀬委員、お願いします。 

○廣瀬委員 

 ご説明どうもありがとうございました。 

 私から２点申し上げます。 

 １点目は資料の24ページと25ページにあります非化石電源の利用促進への自主的取り組みにつ

いてに関してです。これは前回第30回のこの場の資料にありましたとおり、通常の設備投資やメ

ンテナンス費用、経費の支払いには売電収入を充てて、一方で、非化石証書収入のほうは今回の

資料の25ページに３つ列挙してあるような用途に充てると。それについて24ページにありますよ

うに、定期的に説明を求めて確認するという仕組みを事務局から提案されたものだと理解してお

ります。具体的な用途に関しては、この例示してある３つ以外にも追加的に何を含めるのか、あ

るいは追加しないのか、そこは今後さらに詰めていかれるものと思っております。 

 この仕組みの案に関連して、前回第30回のこの場で申し上げたことの繰り返しになりますが、

非化石電源の新設・出力増のため、あるいは耐用期間延長のためといった、いわゆる設備投資に

関しましては、その性質上、どうしても毎年平均的に支出されるものとは限らないものだと考え

られます。したがいまして、発電事業者の説明を求める際には、ある１年度だけの実績で判断す

るのではなく、前後何年度かを合計して総合的に見ることが適当だと考えます。その点へのご配

慮を踏まえた案になるとよいと思います。 

 なお、この25ページにもう一つ書いてあります、小売事業者が、発電事業者から非化石電源の
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証書を購入するに当たって、契約等に基づき当該取り組みを行うことを求めるという案につきま

しては、発電事業者の自主的取り組みとしつつ契約に記載するという、その両者の関係が、やや

わかりにくいのかなと感じました。 

 ２点目は、資料の29ページにあります第１フェーズ以降の中間評価の基準についての中の箇条

書きの３つ目になりますが、第１フェーズ以降の時期を２つに分割して、第２フェーズ、第３フ

ェーズとするという事務局の案につきまして、これに賛成いたします。達成計画の提出対象事業

者、現状では５億kWhが基準とされていますが、この基準が変更されるにしろ、されないにしろ、

今後新規に参入する事業者もありますし、あるいは今後事業が成長していって、新たに基準に達

するという事業者があらわれることも十分あり得ると考えられます。また、今後大規模な非化石

電源の稼働状況が大きく変化するということも考えられます。したがいまして、煩雑になり過ぎ

ない範囲で、できるだけきめ細かくフェーズを設定することで、最新の状況を踏まえた基準とし

ていくということが望ましいと考えます。 

 以上でございます。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

 渡辺さんのほうからお願いします。 

○渡辺オブザーバー 

 先ほどの竹廣オブザーバーのご意見とかぶるところもあるかもしれませんが、個別の資料の内

容について入る前にちょっと一言だけ、そもそも論になるかもしれませんが、申し上げさせてい

ただければと思います。 

 そもそもこの制度の導入は、やはり小売事業者が非化石証書を購入することによって、非化石

電源の増加が行われるというところがあるべき姿かなと思っておりまして、そういう観点におき

まして現在の制度設計において、この非ＦＩＴ電源の保有者の大半が大手の電力会社の方ではな

いかという中で、これらの方々が目標を達成した後に、さらにその非化石電源への投資を続けて

いくかというようなインセンティブとなり得るのかなというところに、少し疑問を感じるところ

でございますので、ぜひこういうところもきちっと改めて制度の中で確認させていただければと

思っております。 

 それからあとすごく細かい話になりますが、８ページの卒ＦＩＴの取り扱いのところでござい

ますが、転売については税務当局との調整を進めていくというふうになっておりますが、これ仮

に卒ＦＩＴの非化石価値の転売ができないとすると、一部事業者の方にこの卒ＦＩＴの価値が集
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中してしまうという場合、ほかの事業者の方がどうやっても、それを使ってこの目標を達成する

ことができないのではないかという懸念がありますので、ぜひ目標設定の前の段階でこの転売が

できるかどうかというところはきちっとご確認をいただくことがいいのではないかというふうに

考えております。あるいはそれが難しいのであれば、グランドファザリングの設定等々でも何か

反映させていただくようなことができればと思っております。 

 それからあと12ページの証書の取引方法でございますが、ここにつきましては、高度化法の14

条の考え方と関係するかと思いますが、基本的に小売事業者が需要家にこの費用を円滑かつ適正

な形で転嫁していくことが重要という観点でいった場合、この価値の部分、コストの部分、費用

の部分を需要家の方にきちっと説明していく必要があると、妥当性を説明する必要があるという

観点で見たときに、やはりそういう妥当性を示すには市場という透明で公正な仕組みというもの

が一番向いているのではないかと思いますので、市場での売却を強制しないというようなことが

書いてございましたが、逆に言いかえると全量を市場で売買する、取引するというような形で、

より需要家の方にきちっとご説明できるような透明で公正な指標みたいなものをつくっていただ

ければいいんではないかというふうに考えている次第でございます。 

 それから、24ページで非化石電源の利用促進の自主的取り組みという観点でいきますと、これ

も従来私ども申し上げておりますけれども、発電事業者という立場から見まして非化石電源を保

有している事業者の方が再エネの電源投資に有利になっていくと。それで新しく再エネ事業に参

画しようとしている新電力等の事業者が、発電の分野で競争格差が生じるようなことにならない

ような手当てが必要ではないかというふうに思っておりますし、それもいろいろこれまでもお伝

えしてまいりましたので、そこへの何かご意見といいますか、ご回答というようなものがもしあ

れば、お聞かせいただきたいと。 

 それから27ページでございますが、５億kwhの基準のところでございますけれども、これも一

定規模で目標の有無というものを分けますと、変な形での抜け穴みたいなものができてしまうお

それもあるのではないかという懸念がございますので、法律の目的あるいは趣旨を鑑みますと、

やはり全事業者がきちっと対応していくことが望ましいのではないかというふうに考える次第で

ございます。 

 大変長くなりましたが、以上でございます。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは竹股さんのほうから、お願いします。 

○竹股オブザーバー 
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 ありがとうございます。 

 くどいんですけれども、先ほどのエネットの竹廣さんかららご説明のありました件につきまし

て、５ページでございますけれども、ここについて３点ほどコメントさせていただきたいと思い

ます。 

 １点目は、小売の負担についてですけれども、やはり小売の部分のインパクトの大きさについ

て改めて考えていただきたいというふうに考えております。小売の利益につきましては、前回ご

発言がありましたけれども、ＦＩＴの非化石市場の最低価格1.3円を使いましても、やっぱり小

売の利益の２～５割に該当し、それが2020年以降継続的に発生するというのが今回の案だと考え

ております。 

 もともと2030年度目標があって、そこで負担は発生すると。そこへの対応というふうに考えて

いたものが、現在の案では2020年から中間目標を設定して、それ以降継続的に前述の負担が生じ

るということでございます。2020年度からとなりますと、極端なことを言うと、単に原子力再稼

働がなった会社さんに新電力、ほかの会社からお金が流れるだけとも言えまして、非化石電源の

開発を進めるということにはつながらないというふうに考えます。また、逆にそうした開発の動

きを阻害する一面もあるのではないかというふうに考えております。 

 この点を少し申し上げますと、新電力にとって原子力にアクセスする手段がないという今のな

かでは、再エネをどう開発するとか、また受電するかということになります。弊社イーレックス

で申し上げますと、2030年度に向けましてノーＦＩＴの大型バイオマスの発電所の実現に向けて

今努力していると。どうしても時間がかかりますし、残念ながら第１フェーズには到底間に合わ

ないと。その間、今言ったような今回の政策措置によって大きな負担が生じると。その結果、主

に財務面でございますけれども、弊社の大型バイオマスの取り組みは大変難しくなるというよう

な状況が、片やこういうことが生じます。この点は、他の新電力さんにおかれましても同様な状

況だというふうに考えます。 

 そうすると、非化石電源を拡大、ふやすという政策目的に一部反する面があるんじゃないかと

いうふうに懸念しておりまして、拡大を難しく阻害しかねない面があるということをぜひご考慮

いただきたいというふうに考えるところでございます。 

 以上から、中間目標を導入されるということであれば、当面の焦点であります第１フェーズに

つきまして、極力負担を軽減するということをお願いするものでございます。 

 具体的には、５ページに書いてありますような記載を、負担の公平あるいは小売の競争をゆが

めない点を勘案して、ぜひご検討いただきたいというふうに思います。１の（１）が必要な制度

ですし、それが難しいということであれば、次善の策という形を考えていただきたいと思います。
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それ以降についても、２の（１）、（２）といったようなものをご検討いただきたいというふう

に考える点でございます。これが１点目。 

 それから２点目は、大変僣越でございますけれども、非化石取引は自由化と環境対策の２つの

政策の、この２つの目的のバランスをとることが大切だと考えております。今後小売の負担とい

うような、特に新電力にとっての負担というものは、非化石以外でもいろんなところでふえてま

いります。まずは容量市場が予定されており、そのカバーする範囲もレジデンスを勘案して広げ

る方向で議論されております。負担は増加の方向。将来的には市場取引価格と合わせて均衡ある

いは収れんするとは言われておりますけれども、それでも需要の負荷率が低い新電力の負担は相

対的にどうしても大きくなるという面がございます。もちろん努力はするんですけれども。 

 それからタクソ料金の見直しも同様の意味で負担増だというふうに考えています。そうした中

で、今回の案では、非化石の取引だけで新電力の使命を制しかねないインパクトを持ち得ます。 

 一方、環境対策の面で考えますと、決して高度化法だけで対応するという面でもないだろうと

いうふうに考えます。電力セクターだけで解決できる問題でもないし、エネルギー全体を対象と

して考えることが当然これからもいろいろ考えられると思いますし、そうすると他の政策手段が

いろいろあるというふうに考えます。それらを含めて実現を図っていくというものかと思います

ので、それの２つのバランスをよく考えられて今後もご検討いただくことをお願いしたいという

ふうに思います。これは第１フェーズ、さらにそれ以降も含めてでございます。 

 それから３点目、簡単に。 

 先ほどの２と同じ趣旨なんですけれども、今後の非化石電源を増加させるというと、再エネが

主体だと思います。現在ＦＩＴ制度について抜本的に見直しという話が来年度に向けて進んでい

ると聞いております。基本政策小委で中間目標は2020年度からスタートというご説明が先ほどあ

りました。若干タイミングのずれはあるということでございますけれども、適宜その成果が抜本

的見直しなら見直しが反映できるような整合性のある進め方をぜひお願いしたいと思います。 

 以上３点です。すみません、長くなりました。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは松村委員、お願いします。 

○松村委員 

 資料のスライド番号の順番で申し上げます。 

 まず12ページ、相対取引に関してなんですが、相対取引を認めるということ、それは今までの

方針もそうだったと思いますので、やむを得ないかとは思うんですが、私自身は不透明な取引の
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温床になるんじゃないかということをとても恐れています。売り惜しみで価格が上がるというこ

とに対する懸念に関しては、一定の配慮をするということは記述されているんですが、私はそれ

よりも、買い手として優越的な地位を持っている人が優越的な地位を乱用して無茶なことをしな

いかということを相当に心配していて、それはＲＰＳのときに相当無茶なことをしたというふう

にうわさされているようなこと、もちろん証明できれば独禁法の規制に引っかかるわけですが、

こういう相対取引というのを認めると、大抵水面下に潜ってしまってなかなか明らかにならない。

あのときと同じような不透明なことが起きないかということを相当心配しています。 

 高度化法上、発電事業者に対して義務を課すことが困難だという理由だとすると、これは売る

ことを強制させるかどうかという話と、売るんだったら取引所を使ってくださいというのは別の

次元の話じゃないかなというふうに思います。売りたくないという発電事業者には、別に証書を

発行しなくてもよいというようなことだってあり得ると思いますので、本当にこれが制約ででき

ないかどうかというのは、私は若干疑問に思っていますが、一方で、そういう懸念もあるのだけ

れど、監視しますということであれば十分機能すると思いますので、相対取引を認めた以上、そ

ういう懸念に対して何らかの形で問題が起これば監視するということをぜひお願いします。 

 しつこいようですが、価格を引き上げるんじゃないかということは一つの懸念点ではあるけれ

ど、それだけじゃないということはぜひご留意ください。 

 次に、スライド13の上限価格で、これはご提案どおりでいいかと思うんですが、もしこれ本当

に上限価格４円にありついて調達コスト４円になるなんていうことになったとすると、先ほど新

規参入者の方のお話では、ＦＩＴ電源の下限価格というのが調達価格になったとしても、それな

りに深刻な影響があるというのに対して、これ本当に４円なんていうことになったら、さらにす

ごい深刻なことになるんだろうと思います。 

 ただ、私自身あんまり心配してなくて、それはこの資料、あるいはその制度全般として念頭に

置かれている状況は、ＦＩＴ非化石価値のところが今現状売れ残っているわけで、これがもっと

たくさん売れるようになるんだろうとは期待はしているけれど、依然として一定量は売れ残るだ

ろうというようなことを念頭に置いて制度が設計されていて、割り当てだとか規制だとかという

のも考えられているということだと理解しています。そこが売れ残っているんだとすると、非Ｆ

ＩＴの価値というのが、その下限価格よりは低くなる、自然に均衡価格それより低くなるか、少

なくともそこまでしか上がらないということになると思いますので、したがってこれは安心のた

めに４円というのは設定しているのだけれど、こんな価格になるということが前提となっていな

いような、念頭に置かれていないような制度だというふうに理解しています。 

 逆に言うと、売れ残りが完全になくなってしまう。それはかなり高い価格がつくというような
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状況になったとすると、もともとの規制がきつ過ぎなかったかどうかということも含めて、きっ

と再検討する、あるいは第２フェーズに向けて検討するというようなことになるんだろうと思い

ますので、むしろそちらのほうがとても重要になってくるんじゃないか。売れ残りが一定量、少

なくともゼロにはならないというようなことを制度上組み込んでいるということではないけれど、

念頭に置かれているということを再確認すれば、問題は相対的に小さくなるのではないかという

ふうに思います。 

 次に、スライド16ですが、その前、前回の整理のところで、検討が必要ではないかということ

を言っていただいて、その後、検討して控除するというようなことについて具体的な提案が出て

きたと思います。これについては、既存契約の解除等なんですけれども、既存契約の解除であれ

ば、これは非常に自然な提案なんだろうというふうに思います。既存契約が解除された後でも、

義務だけ残って価値は外に出ちゃうというのはちょっと厳し過ぎるんじゃないかというのは、と

てももっともだと思うんですが、前の資料では既存契約は残っているけれど、価値が発電事業者

に帰属して、それを渡してくれないというようなものと２つの類型が書いてあったんですね。等

というので２つの類型がともに含まれるんだとすれば、私は反対です。 

 これは前回も言いましたが、これをてこにして総括原価と地域特性に守られていた時代に結ん

だ長期契約というので囲い込んじゃう電源というのを、ぜひとも出してほしいというようなこと

をずっと考えられているわけで、それのてこにできるはずだというふうに思っています。これに

関しては、既存の契約というのでどうしても手放さないというんだとすれば、価値は当然発電事

業者に移行して、小売事業者はそのまま義務を負うというのは、そんなにめちゃめちゃ不自然な

ことではないと私は思いますので、この等というのに関しては、そちらを含んでいるんだとする

と反対です。 

 いずれにせよ、控除するという、それに該当するかどうかということを申請を踏まえてちゃん

と精査するということであれは、それは弾くということは含まれていると思うので、この文言の

ままで問題ないと思いますが、等というのがむやみに拡大しないようにということの前提で賛成

いたします。 

 次、スライド18の内部相互補助の点なんですが、このようなことがあるときには、最悪の場合、

超過で本来なら得られたであろう価値というのを、グランドファザリングで取り上げられなくて

もらえたであろう価値というのも、もう割り当てない、つまりグランドファザリングの水準を上

げちゃうなんていうようなことも含めて対応を検討するということなんだろうと思います。相当

思い切ったことを出していただいたのではないかというふうに思いますが、私はこれぐらいのこ

とはしてもいいのではないかというふうに思います。 
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 ただ、若干懸念しているのは、内部相互補助のお金って色がついていないので、これは非化石

価値の収入を投入して内部相互補助をしているのか、そちらは投入していないけれど、別の財布

から出てきたものでその内部相互補助をしているのかというのって、実際に区別するのって無理

だと思いますので、これは色としてはそもそも問題なのだけれど、この制度をつくることによっ

てさらに問題が拡大するかもしれないと。それに対して強力な防護策というのを設けましたと、

そういうことだと思いますので、内部相互補助というのを疑われるようなおかしな行動をしてい

るということがあれば、最終的には取り上げるということがあり得ますと。その場合には、非化

石価値のほうは使っていませんと、別のを使って内部相互補助をしているんですというエクスキ

ューズを認めないように、それはお金に色はついていないということは明確に認識する必要はあ

るのかと思います。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、菅野さんお願いいたします。 

○菅野オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 今回のページの24と25でございますけれども、当社は電源開発についても非化石電源の保有量

が大きく、火力発電事業も手がけていることから、定期的な説明を求めるということが記載され

ておりまして、事業の規模からしますと、旧一般電気事業者さんとこの件については、非化石証

書について同じような扱いを受けるというようなことについては、当然のことかなと受けとめて

おります。 

 それを踏まえまして、その次の25ページのところの自主的取り組みの使途、用途でございます

けれども、ここについては前回申し上げたかと思いますけれども、例えば大規模水力につきまし

ては、その出力規模、キロワットアワーを維持するためには、典型的な例で言うと、たまってく

る砂を排除していく堆砂費用というふうなものが、大規模水力になればなるほど必ず毎年毎年か

かるような部分がございますので、この辺のものはこの用途の中で言う、例えば耐用期間延長と

いうふうな概念にも入るかなと思いますけれども、その辺は確認をさせていただきたいと思って

おります。 

 それから、さらにこれからこの議論を詳細詰めるに当たりましては、ぜひこの制度の趣旨に基

づいて会計上の整理ですね、バランスシートあるいは損益計算書についてのどういう影響をもっ

て処理をしていくかということについての詰めもぜひよろしくお願いしたいと考えております。 
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○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは國松さん、よろしくお願いします。 

○國松オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 現在ＦＩＴの非化石市場を運営しております。その立場から何度も申し上げてございますが、

ＦＩＴ非化石市場のあり方につきましては、2018年度の分もまだ途中でございますので、この中

で見直しというのは行われない認識でございますけれども、これが終わり2019年度分を始めるに

当たっては、見直しのご検討をいただきたい旨を申し上げているところでございます。 

 その中では、この非ＦＩＴ分に関しましても、その整合性を考えながらしっかり議論が行われ

るものと思っております。その中で、上限価格の４円の設定ございますけれども、これはＦＩＴ

の部分とあわせて本当に４円の必要性があるのかどうかというところ。また、再三申し上げてご

ざいますが、非ＦＩＴのほうは最低価格を設けない旨のご検討をちょうだいしました。ＦＩＴ分

に1.3円を残す状態で本当にいいのかどうか、そのあたりはご検討をちょうだいしたいと思いま

す。 

 また、こちらでは相対取引というものと転売というものが両方出てきてございます。相対取引

を認めているんだけれども、転売は認めないという趣旨の書きぶりでございますが、電気におい

てもバランシンググループの親が一括調達をして、それをバランシンググループの構成員に配る

ということがやられております。これは現物の電気でそういったことが行われていると。それの

会計制度もしっかりできているという中で、転売、あらぬ第三者に対して非化石証書を販売する

というのはとめたとしても、グループの親、代表者が一括して非化石証書を買って、それをグル

ープの構成員に配るということは認めていってもいいのではないか。それによって、より効率的

なことが認められるのではないかと思います。 

 そういった中で、相対取引というのは、このグループ内の相対取引は認めるんだけれども転売

は認めないというところがどういうことかというところは、何を認めて何を認めないのかという

部分は、詳細検討が必要かと認識してございます。 

 何にせよ、市場設計においては、ＦＩＴと非ＦＩＴがやはり同期して検討していかなければい

けないと考えてございますので、見直しの際はよろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、小宮山委員、お願いします。 

○小宮山委員 

 ご説明ありがとうございました。 

 ２点ございます。 

 まず、25枚目のスライドで非常に非化石電源の維持拡大を進めるインセンティブを与えるとい

うことが揺るがないように、最後のお取りまとめをお願いさせていただきたいというふうに思い

ます。 

 例えば原子力発電ですと、やはり維持に相当コストが、負担が大きいという側面がございます。

保全・メンテナンス活動、それから追加的安全対策、また原子力の場合ですと、炉の停止期間が

運転期間に含まれない、考慮されないという、そういうオペレーション上の制約ございます。恐

らく、維持するだけでも相当保有する側にとっては非常にコストの負担が大きいと思われますの

で、やはり趣旨に沿った制度の取りまとめが大変重要ではないかというふうに思っております。 

 最後の点でございますけれども、28枚目のスライドで達成計画の提出対象事業者について、ご

提案の内容に賛同させていただきたいと思います。 

 恐らく、ないとは言い切れないかもしれませんけれども、事業主体がより細かい会社に分割す

るような、恐らく５億kwhぐらいですと自治体レベルの電力消費から考えて、まだやや大きい可

能性もございますので、やはり５億kwhよりも少ない方向に基準を引き下げる、１億kwhでもよろ

しいかと思いますけれども、そうした方向性について賛同させていただきたいと思います。 

 以上でございます。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、中村さんのほうからお願いいたします。 

○中村オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 ３点ほど意見を申し上げます。 

 まず１点目は、スライド17でございます。非化石証書の購入費用に係る円滑かつ適正な価格転

嫁です。前回小売事業者側から挙げられた懸念点に対して、３ポツ目で所要の環境整備を行うこ

とが適切というふうに記載いただけたものと受けとめております。感謝申し上げます。 

 具体的な内容につきましては、今後事務局よりご提案いただけるものと期待しておりますけれ

ども、小売事業者といたしましては、非化石証書の購入費用と小売事業者が目標値の達成のため

に負担した総額と小売単価への影響を公表することを義務づけるよう、制度的に担保していただ
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けますと、需要家の理解が得られやすくなりますし、円滑かつ適正な価格の転嫁が行われるもの

というふうに思いますので、ご検討をお願いいたします。 

 次に、スライドの25の非化石電源の利用促進に向けた自主的な取り組みについてです。 

 こちら、自主的な取り組みとは記載ございますけれども、できるだけこのご提案いただいてい

る内容の仕組みを実効性のあるものとするために、例えば適取ガイドラインとか、ＪＥＰＸの取

引規程などの諸規程の中に記載されているような内容を定めていただくというような対応ができ

ないかというご検討をお願いいたします。 

 また、発電事業者の非化石電源の維持拡大に、この本仕組みによってどれだけ寄与したのかと

いうこと、その効果について適宜検証していただければというふうに思っております。少なくと

も第１フェーズが終わった段階でそういった検証をしていただきまして、それを踏まえた上で第

２フェーズ以降の制度設計をしていただければというふうに考えております。 

 最後に、スライドの31にございます第２フェーズの中間評価の基準につきましてです。 

 この２ポツに記載のありますとおり、小売電気事業者による非化石電源の調達状況を勘案しつ

つ、全事業者に再エネ等の利用促進に最大限努力するインセンティブを持たせるような目標設定

とすることが重要ということでございますので、これについて全面的に賛同いたしまして、ぜひ

この方針に従って今後検討いただければというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、又吉委員、お願いします。 

○又吉委員 

 ありがとうございます。 

 私のほうからは３点コメントさせていただきたいと思います。 

 １点目は、今後のスケジュールに関する事務局案について、おおむね賛同したいというふうに

思っております。ただ、今後ＦＩＴ、卒ＦＩＴ、非ＦＩＴそれぞれの取引状況が小売市場におけ

る競争状況だけでなく、発電部門における非化石電源の増設、維持、更新状況にどのような影響

を及ぼしているか、検証をぜひお願いしたいというふうに考えております。 

 ２点目が、17ページの購入費用の適切な価格転嫁についてです。 

 こちらに所要の環境整備として、広報が重要であると書かれております。この点は非常に理解

しております。一方で、小売市場における競争、公平性を担保するためには、経過措置料金への

証書購入費用の料金転嫁を促すような制度の整備といったものも重要になるのではないかという
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ふうに考えております。この点をご検討いただければというふうに思っています。 

 最後、29ページ目、第１フェーズ以降の中間評価の基準についてです。 

 第２フェーズを２つに分割するといったご提案をいただいているんですけれども、予見性の確

保の観点からは、早期に方向性を示すことというのは非常に望ましいというふうに考えておりま

す。しかし、第６次エネルギー基本計画の議論や高度化法の目標の再整理などを踏まえた上で、

その後検討するというのも一つのオプションなのではないかというふうに考えている次第です。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、武田委員、お願いいたします。 

○武田委員 

 ありがとうございます。 

 私からは、まず小売市場の競争環境整備について、小売市場の公平な競争環境を維持するとい

う観点から、内部補助をしっかり監視していただくということと、今後の検討になるかもしれま

せんけれども、収入の用途制限について対象事業者の拡大でありますとか、実効性確保策の強化

といったものがあり得るのじゃないかというふうに思います。 

 他方、先ほど委員の先生からのご発言にも関係しますけれども、小売料金への転嫁の話ですが、

非化石証書の購入費用を小売料金に転嫁することを制度上担保してほしいという、そういうご意

見があったと思います。ただ、私は、この提案については、市場メカニズムを利用して消費者負

担の軽減を図るという、この電力市場改革の趣旨に反するところがあって、一律消費者に転嫁す

ることを制度上、認めるないし求めるというのは、少々難しいのではないかなというふうに感じ

ています。 

 17ページに高度化法の条文が載っているんですが、そこにある適正な転嫁という言葉から、可

能な施策は、やはり19ページにあるように、需要家に丁寧に説明を行うであるとか、需要家の選

択肢をふやす、そういったものに限られるんじゃないかと、そういうふうに思います。 

 小売市場の競争環境の維持というのは重要ですけれども、消費者に全てそのツケが回るという

ようなことがないように、十分注意していく必要があるというふうに思います。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは秋元委員、お願いします。 



 23 

○秋元委員 

 ありがとうございます。いろいろこれまで申し上げてきたことをご配慮いただいて、案がまと

まってきたということに感謝を申し上げたいと思います。 

 まず、29ページ目のところですけれども、これは小委員会の場で私から、案もあるのではない

かというふうに申し上げて、それに対して答えをいただいたものだというふうに思っていまして、

やはり今後の状況がよくわからない中で、細かく切っておくということは、公平かつ競争環境を

うまく反映していくという意味で必要なことではないかというふうに思いますので、これについ

て事務局、ご対応いただいたということにも感謝申し上げたいと思います。 

 あと、きょうも、ただそうは言ってもいろいろご懸念が、まだ新電力さんのほうにたくさん残

っているということも事実だと思いますので、そういった配慮については引き続き検討できると

ころがないのかというところは、ぜひご検討いただきたいと思いますし、特に今残っている手段

としては、32ページ目にある激変緩和量の精査という部分で、数値がどれぐらいがいいのかとい

うことに関しては、案は出てきているわけですけれども、実際に数値を見た上で検討するという

段階において、もう一度検討する余地があるのではないかという気がしております。 

 あと、26ページ目に経過措置料金の算定の部分で、要は経過措置料金の場合に、いろいろ申請

があって査定があるので、なかなかこの料金を上げることが難しいというところに関して、より

簡便な何か検討ができないのかという話だと思うんですけれども、ここはしっかりご検討いただ

きたいというふうに思います。小売の競争環境がゆがまないように、ここに関しても措置をしっ

かりとっていただきたいというふうに思うところでございます。 

 最後にですけれども、これは一番新電力さんもずっとご懸念をされているところだと思います

ので、今回動かしてみて、きょうスケジュール案も出ていましたけれども、これに関しても異論

はないんですけれども、ただ状況を見ながら非常に大きな影響があるというふうに認められたと

きには、速やかな対応をしないと競争環境が非常にゆがんで、そこで新電力がつぶれていくとい

うことがあってはならないと思いますので、ぜひしっかりしたチェックをよくして、不断の見直

しを行っていくということを方針として検討いただきたいというふうに思います。 

 以上でございます。 

○横山座長 

 ありがとうございます。 

 それでは曽我委員、お願いします。 

○曽我委員 

 私からは２点ございます。 
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 まず１点目ですが、今、秋元委員もおっしゃられた点と共通するんですけれども、小売競争の

環境への影響という観点で今後ももろもろの対策を具体的に検討した上で、その影響をシミュレ

ーションした上で、なおも効果がどれだけ出てくるかという点も把握しながら、場合によっては

さらなる対応措置を検討するなど、引き続き柔軟な対応を行って検討していくべきではないかと

いうふうに思っております。高度化法の趣旨は当然ながら十分に達成できるようにというところ

もありまして、一方で、小売事業者の経営環境への十分な配慮という対応も両方絶妙なバランス

で達成できるような対応というのは、引き続き十分に検討を重ねていくことが重要かと考えてお

ります。 

 ２点目ですが、25ページの非化石証書収入の用途について、事務局からご説明がありました点

に関してですけれども、こちらは発電事業者による自主的な取り組みとは別途にといいますか、

それを見える化する観点から、発電事業者という相手があることなので、小売事業者に過度な負

担になるようなことは前提となっていないという理解ですけれども、契約において一定のその用

途についての取り組みを求める立てつけの導入を推奨するというご趣旨というふうに理解をして

おります。小売事業者と発電事業者の間の契約に規定することでどういう実効性が期待できるか

という、そういった点はあろうかとは思いますけれども、少なくとも何らかの効果は期待し得る

ところだと思いますので、用途の点は非常に重要だと考えておりまして、手当てとしてはあり得

るのではないかというふうに思いました。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、安藤委員、お願いいたします。 

○安藤委員 

 ありがとうございます。 

 13ページの入札上限価格についてまず１点コメントがございます。 

 ここでは、入札上限価格について、ＦＩＴ非化石証書の水準と合わせて４円としてはどうかと

いうお話ですが、この中間目標の期間に入ってからというのは状況はかなり違うということを踏

まえますと、例えば2020年度最初の１年間だけでも、この上限価格をもっと引き下げたものから、

恐らくほかの委員の先生からあったとおり、また、ご説明からもあったとおり、ここにはヒット

しないものと私も予想はしておりますが、例えば最初は２円であったりとか、もっと低いところ

から始めて、安全を確認してから正規の値に持っていく、こういうことも皆様の不安を軽減する

という観点から有益なのではないかなと感じました。 
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 もう１点コメントがあります。 

 17ページのところで、適正な価格転嫁についてのお話があるんですが、そもそも論として非化

石証書の購入費用の話が小売競争への影響があるかどうかという話をする際に、これを非化石証

書を売る側と買う側では、やはり今回の使途制限のようなものを課したとしても、まだ非対称性

が残っているということは確認しておかないといけないと思っております。 

 プラスになる、お金が出ていく会社はそのままマイナスのままで、プラスになる会社は、その

プラスのお金の使途制限をかけたら、それが一番うまく使ってプラスマイナスゼロだと。ゼロと

マイナスの比較であるとすると、やはり競争状況が全く均衡にはなっていないんだということは

理解しないといけないのかなと思っております。 

 この観点から、所要の環境整備というのがありますけれども、どの範囲で転嫁が行われるのか、

先ほど委員のほうからも競争政策上何か問題があるのではないかというような指摘もありました

が、これが転嫁が行われるものと行われないものがあって、それによってどの程度のダメージが

あるのか、このあたりはよくよく考えて一通り必要な部分が転嫁される、それも国民に見えやす

いような形で行われると納得感が高いんじゃないかなと感じております。 

 携帯電話であったり、固定電話であったり、今、ユニバーサルサービス料金といって、普通に

料金表に一律で数字が挙げられているものがあって、これはそういうものだと説明されたら、皆

さん納得して、うちであったら携帯電話回線を２回線契約していて、それぞれ払っているわけで

すけれども、そういうように何に使われているどういう名目のお金なのか、これがわかるのか、

それともよくわからず毎月払っているお金の中にそういうものが含まれているらしいと知ってい

る状況なのかでは、納得感が違うかなと感じました。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、内藤さん、お願いします。 

○内藤オブザーバー 

 ありがとうございます。大変難しい制度設計をここまで持ってきていただきましてありがとう

ございます。 

 その上で、多くの皆さんがおっしゃっておりますように、料金の転嫁につきまして適正かつ競

争・中立的にできる仕組みというのはやはり大事だと思いますので、引き続きのご配慮をいただ

ければと思ってございます。 

 それからもう１点、10ページに記載のございます法人事業税の二重課税の懸念につきましても、
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大変大事なことだと思っておりますので、何がしかの手当てを講じていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、鍋田さん、お願いいたします。 

○鍋田オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 私のほうからは３点ほどお話をさせていただきたいと思います。 

 やはり17ページの適正な価格転嫁のところでございますけれども、冒頭、基本政策小委のとこ

ろで一律転嫁できるような仕組みがない限りと、そういう表現もございました。小売事業者間の

公平な競争環境を保つと。そのためには国による適切な制度が必要になるものというぐあいに考

えています。 

 続きまして２点目でございますけれども、25ページの利用促進への自主的取り組みのところで

ございます。小売事業者が契約等に基づいて当該取り組みを行うことを求める、これについては

全く異論はございませんが、小売事業者が、発電事業者がどんなふうに使ったかということを完

全に把握するというのはなかなか難しいのかなというぐあいに思います。 

 それから最後に32ページでございます。 

 前回のタスクフォースにおいて、グランドファザリングの設定を2018年度にするのであれば、

激変緩和についても2018年の数字を持ってくるのが自然ではないでしょうかというお話を差し上

げました。32ページに激変緩和量の精査をしていただけるということでございますので、ぜひお

願いをしたいと思います。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、佐藤さん、お願いいたします。 

○佐藤オブザーバー 

 質問です。武田先生への質問ということになると思うんですけれども、武田先生から先ほど、

５スライド目にある新電力の方からおっしゃった小売料金に転嫁をすることが制度上担保するこ

とというので、今の高度化法の書きぶりではできないのではないかというお話がありました。そ

れで、それをお聞きしたとき、だったら改正すればできれば、やればいいんじゃないかとちょっ
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と思ったところ、安藤先生のほうから、競争法上できないというお話があって、そうすると高度

化法をどう考えたとしても、その法改正自体が独禁法上問題になって意味がなくなるということ

になると、高度化法を改正してもしようがないということになっちゃうので、そこは高度化法を

どのように改正をしたとしても、それは競争法上問題になるのかどうかというのを５スライド目

の（１）①のことをやろうとすれば問題になるかどうかというのを教えていただければというこ

とであります。 

○横山座長 

 武田先生、お願いいたします。 

○武田委員 

 ありがとうございます。 

 私の考えでは、何の立法的措置もないところで高度化法の目標達成のために負担を負う小売事

業者が、それを転嫁する旨の合意をすると独禁法の問題になると思います。もちろん、独占禁止

法上正当な目的による正当化の場合ってありますけれども、それは極めて難しく、本件でも困難

だと思います。 

 他方、何らかの立法的措置を伴って、皆で一律に転嫁するというような、高度化法の趣旨に基

づく独禁法の適用除外というものを設けるのであれば、それは話は別ですが、その立法的な政策

についても個人的な意見ですが、反対ですということです。 

 すみません、負担を転嫁できるものと、転嫁できないものがいるというのは問題だと思います

けれども、それは小売市場の競争環境の整備で解決すべきもので、その小売市場の環境整備が不

十分であることを全て消費者に転嫁して理解を求めるという方法は、余りよろしくないのではな

いかというのが私の意見です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 皆さんからご意見をいただきましたが、よろしゅうございますでしょうか。 

 それでは、たくさんご意見いただきましてありがとうございました。この制度設計につきまし

ては、これまで７回議論をしてまいりました。前回の基本政策小委員会でも、先ほどご紹介あり

ましたように2020年から中間目標を導入する方向性が確認されましたし、その際にグランドファ

ザリング等を設定することについても、本作業部会の方向性に委員からは大きな異論がなかった

というふうに認識をしております。 

 中間目標や市場設計についての大きな枠組みにつきましては、本作業部会においても委員の皆

様からは一定のご理解が得られたんではないかというふうに思います。また、小売事業者への事
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業環境の影響につきましては、オブザーバーの皆様からご意見がありましたけれども、事務局か

ら説明がありましたとおり、2020年度の具体的な目標を定める議論の中で激変緩和措置の設定も

含め、限られた時間の中で丁寧に議論を今後していくことが重要だというふうに考えております。 

 今後もそうした議論をしていく必要もありますが、スケジュールも皆さんきょうご確認いただ

きましたように、大体ご異論がなかったかと思いますが、2020年度から中間目標を円滑に導入を

するに当たりましては、これまでの議論を取りまとめまして、広く意見を聞くというプロセスに

入ってはどうかというふうに考えております。 

 事務局において、他の市場との議論、整合性もとってほしいという話もありましたが、そうい

う議論も含めまして、中間取りまとめ案の準備を進めていただきまして、この次回のタスクフォ

ースで議論したいというふうに思いますが、いかがでしょうか。 

 よろしゅうございますでしょうか。そういうことで進めさせていただきたいと思います。 

 では、どうもありがとうございました。 

 それでは、次の議題、容量市場についてということで、資料のご説明をお願いいたします。 

○鍋島電力供給室長 

 それでは、資料の４をごらんいただければと思います。 

 容量市場についてということで資料をまとめております。 

 １ページ目をあけていただきますと、この資料につきましては３部構成になっております。ま

ず調整力として活用可能な電源の容量市場及び需給調整市場における位置づけ。それから、市場

支配力行使の防止策。それから、発電側基本料金との関係というこの３部構成になっております。 

 ２ページ目をごらんいただければと思います。 

 調整力として活用可能な電源の容量市場及び需給調整市場における位置づけでございますけれ

ども、容量市場初回オークションまでに需給調整市場等から得られる対価、リクワイアメント等

について一定の見通しを立てられるということが重要と考えております。 

 各商品区分の必要量についても適切な時期までに示していく必要があろうかと思います。 

 ５ページ目をごらんいただければと思います。 

 発動指令電源の取り扱いというところでございますが、まず発動指令電源というものでござい

ますが、これは平たく言いますと発動回数に制約のある電源でございまして、現在は主に電源

Ⅰ’としてエリアごとに送配電事業者が調整力公募を通じてＤＲ等を確保しております。 

 この発動指令電源の取り扱いにつきまして、広域機関にて開催された需給調整市場検討小委員

会におきまして議論されましたので、内容をご報告をいただくとともに本作業部会でも議論いた

だければと考えております。 
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 ９ページ目をごらんいただければと思います。 

 需給ひっ迫時における発動指令電源の発動指令でございますが、 

 １ポツ目ですけれども、容量市場で調達された発動指令電源につきましては、容量確保契約に

基づき一般送配電事業者により３時間前までに発動指令がされます。これは容量市場のリクワイ

アメントでそうなっているんですけれども、その３時間前までに発動指令ということですと、ま

だ時間前市場があいております。ゲートクローズは１時間前ということを考えますと、それまで

の間にアグリゲーターが時間前市場に玉出しを行うと。しかもその玉出しを行ったものを小売電

気事業者が調達するということも考えられるのではないかと思います。 

 最後のポツでございますけれども、ただ、こういうやり方をしたときに、結局、誰からも買わ

れなかったというようなときには、このアグリゲーターも困りますので、一般送配電事業者の発

動指令による発動のうち、小売が調達しなかったものにつきましては調整力として確実に使われ、

費用の精算が行われる仕組みが必要になると考えます。 

 続きまして11ページです。 

 発動指令電源の運用についてでございます。 

 この容量市場におきまして、発動指令電源は容量確保契約に基づきまして年間12回の発動指令

に対応することが、このリクワイアメント上求められます。発動指令電源が、容量確保契約に基

づく発動指令への応答に支障が出ない範囲におきまして、別途、この卸電力市場あるいは需給調

整市場などで活用される、こういうところに札入れしていくということは、許容されるのではな

いかと考えられます。 

 ただ、この運用に当たりましてはいろいろ検討するポイントがございます。例えばでございま

すけれども、この発動指令電源が需給調整市場でΔkWを落札した場合におきまして、一般送配電

事業者が容量確保契約に基づいて発動指令を行うのか、調整力として発動指令を行うのかを選択

するということにする必要があるのではないかと思います。発動に当たりましては、このいずれ

の契約に基づくものか整理した上で発動するということになろうかと思いますけれども、いずれ

にしましても、運用方法については引き続き検討が必要と思われます。 

 この※１、２と書いてございますけれども、※の１のところですけれども、これは一般送配電

事業者が両契約に基づいてアグリゲーターに対して矛盾するような発動指令を行った場合には、

アグリゲーター側ではいずれか一方の契約を履行できないということになります。そういう際に、

ゼッカの契約でペナルティを課すというのは、契約法の一般原則に照らして、テイソの行動とし

て問題があるというようにも思われますけれども、こういう論点を整理した上で、同時発動を行

わないというところについても整理が必要かと思います。 
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 また、※の２のところでございますけれども、こうした形で一般送配電事業者が、いずれかの

契約に基づいて発動するか選択するということになりますと、発動指令電源が需給調整市場に参

入してきますので、この結果として火力がバランス停止することによって、運用上どうなるのか

という点につきましても留意が必要でありまして、今後検討が必要と考えております。 

 いずれにしましても、運用方法については引き続き検討してまいりたいと思います。 

 12ページでございますが、発動指令を行う場合の基準というところにつきましても、引き続き

各関係機関におきまして検討を行ってまいりたいと考えております。 

 続きまして、14ページをごらんいただければと思います。 

 少し話題変わりまして、再生可能エネルギーの普及拡大に資する供給力や調整力についてとい

う論点になります。 

 この再エネのさらなる普及拡大に伴いまして、この揚水発電、蓄電池あるいはＶＰＰというも

のの重要性は高まっていくものと思われます。 

 ２つ目のポツですけれども、特にこの揚水等の容量の大きな電力貯蔵型の電源は、当面の間、

容量市場において限界電源になる可能性もございます。その入札行動が容量市場の価格形成に影

響を与える可能性もございます。 

 ということでございまして、３つ目のポツですけれども、この容量の大きな揚水のような電源

等の再エネ余剰を貯蔵する能力、それから蓄電池のような応答速度が著しく速い電源等の評価に

つきまして、こういうものを評価する必要があると考えられる場合には、そういう制度を評価す

るような制度をつくることも考えられるわけですけれども、その際には、この制度設計に当たり

まして容量市場にも影響を与え得るということに留意しながら検討していくことが必要かと考え

ております。 

 15ページですけれども、電力貯蔵型の電源等の扱いということですが、この揚水等につきまし

ては、まず考えられることとしまして、卸電力市場価格が上下する際には、この値差収入を得る

ことも可能かと思います。安いときに電気を水をくみ上げて、電気代が高いときに水を落とすと

いうようなことで値差収入を得ることは可能だと思いますけれども、それだけでは価値が評価で

きないと考えられる場合には、その価値を評価するような制度を検討することが考えられるかと

思います。 

 16ページは、外国の状況でございますけれども、英国におきましては揚水、蓄電池などが容量

市場に入っておりまして、全約定量のうちの５～６％を占めております。 

 17ページですけれども、その際に蓄電池が参入している背景でございますけれども、英国にお

きましては非常に調整力の速い電源につきまして、ＥＦＲ入札というものを実施しております。
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蓄電池のような電源は、このＥＦＲ入札においてキロワット当たり相当の額を収入として得た上

で、容量市場に入札して落札されているものと考えております。 

 続きまして、18ページ以降、市場支配力行使の防止策についてです。 

 まず19ページに議論の背景ですけれども、これは前々回の制度検討作業部会におきまして、１

度市場支配力の行使についてはご議論いただきました。前回の議論において、特に論点になった

点につきまして資料をまとめております。資料といたしましては23ページ目をごらんいただけれ

ばと思います。 

 価格つり上げの防止策でございますけれども、価格つり上げについては、事後監視で対応する

と。入札後に、落札電源のうち入札価格上位電源と約定価格以上で入札を行った電源に入札価格

の妥当性について説明を求めるということにしてはどうかと考えております。 

 それから24ページでございますけれども、これは売り惜しみと価格つり上げの監視ということ

で１ページつくっておりますけれども、この価格つり上げに関しましては、限界電源を有してい

れば実行可能。それから売り惜しみについては、この限界電源を有していなくても大きな市場シ

ェアを有していれば実行可能と、このような分析、指摘がございます。 

 売り惜しみの監視に当たりましては、発電設備等の情報掲示板の情報を活用することも考えら

れるのではないかと思います。 

 それから25ページですけれども、価格つり上げに対するペナルティの適用というところですけ

れども、これは前々回のご議論におきまして、ペナルティが厳し過ぎると容量市場参加のハード

ルが高まるというご指摘ありました。 

 ２つ目のポツですけれども、価格つり上げと考えられる行為が初めて行われた際には、このペ

ナルティの適用が検討される旨、注意勧告をするということも考えられるのではないかと思いま

す。 

 最後、※のところありますけれども、特に悪質な行為については、初回からペナルティの対象

とすることも考えられると思います。 

 それから26ページ、価格つり上げの監視方法ですけれども、これはモデルプラントをベースに

して監視をしていくということが考えられるわけですけれども、先ほど申し上げたような揚水発

電所、蓄電池などにつきましては、コスト検証ワーキンググループにおいて検証が行われていな

いというところもございますので、電源の扱い等について検討していく必要があろうかと思いま

す。 

 最後に27ページ以降、発電側基本料金との関係になります。 

 28ページですけれども、発電側基本料金の導入についてでございますが、これは以前も申し上
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げましたけれども、電力・ガス取引監視等委員会が検討を行っている発電側基本料金につきまし

ても、この容量市場に参加する電源の入札行動に影響を与えるものと考えております。そのため、

発電側基本料金の導入時期や想定される課金水準、導入後の発電・小売間での価格転嫁の具体的

な考え方について検討が進められることが望ましいと、こういう留意点を記載させていただいて

おります。 

 資料の説明は以上となります。 

○横山座長 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、ただいまのご説明の内容につきまして、皆様のほうからご意見、ご質問ありました

らお願いしたいと思います。 

 大山委員、お願いします。 

○大山委員 

 どうもありがとうございます。 

 まず、揚水、蓄電池の話ですけれども、容量市場で手当てしていってもなかなか回収が難しい

かもしれないというのは認識しておりまして、ただし、系統運用上からすれば非常に重要なもの

であると。特に再生可能エネルギーなんかも入ってくる、この状況を考えますと非常に重要であ

るということですので、ぜひ今後検討よろしくお願いしますということをまず申し上げたいと思

います。 

 それから、一番最後のところ、発電の基本料金、これは電力・ガス取引監視等委員会で検討を

行っているということで、検討の詳細は私はあんまり実は承知しておりませんので、ちょっと間

違ったことを申し上げるかもしれませんけれども、どこに導入するかとか、そういうことで変わ

ってくるというふうに承知しているんですけれども。電源の価値、かなりいろいろ場所によって

も違いますし、能力によっても違うということですので、例えばアンシラリーサービスが適用で

きる、はっきり言ってしまえば現在の電源Ⅱのような電源に対しても配慮できないかなと、ちょ

っと常々思っておりまして、そういった検討を──この場じゃないと思いますけれども──して

いただければなというふうに思います。 

 以上でございます。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 松村委員、お願いします。 

○松村委員 
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 まず、すみません、この委員会のマターじゃないと思うんですが、今、説明で出てきてちょっ

とびっくりしちゃったものですから、ぜひ指摘しておかなければいけない。 

 大山委員がおっしゃったことと共通しているのかもしれないんですが、先ほどのご説明で、容

量市場の限界電源というのに揚水がなる可能性というのを指摘されました。もちろん、理論的な

可能性としては当然あるわけですけれども、これが比較的近い将来にありそうなことだとすると、

これは大問題というか、この委員会あるいは容量市場の設計以前の段階で、いろんなところでち

ゃんと検討しなければいけないことなんだろうと思います。 

 つまり、限界電源ってどういうことなのかというと、容量市場で一定以上のお金がもらえなか

ったらとめちゃいますとか、あるいは場合によっては廃止しちゃいますと、そういう類いの電源

というのが限界電源になっているはずなんですよね。容量価格が高かろうと低かろうと動かすつ

もりですというのは限界電源にならないはずなので、限界電源になるというのはそういう電源だ

ということなんですね。老朽化した火力だとかＤＲだとかはとてもわかりやすいんですけれども、

もし揚水がそうだったということは、容量価格が仮に予想よりもちょっと低かったというときに

は、揚水がとまっちゃうあるいは廃止されちゃうということが前提になっているということです

よね。もしそうでないのにもかかわらず高い価格をつけているとすれば、それは事業者が価格つ

り上げ行動をとっているということを意味しているということになります。 

 ということは、揚水がとまっちゃうというか、近い将来廃止されちゃうという可能性が相当に

あるということを意味しているわけですよね。でも、例えば再エネの系統接続だとか、あるいは

その抑制だとかというのを議論するときには、今ある揚水は存在していて動くということを前提

にあらゆる計算というのがされているので、それがとまる可能性があるなどというのは、本当に

現実的だとすると、ほかの委員会で前提として議論されていることというのは正しくないかもし

れないなどということになっちゃうわけです。 

 沖縄電力のケースのやんばるの揚水がとまっちゃったなどというようなことが、本土の系統で

起こり得るとすると、それは物すごい大問題なので、大問題だからとめちゃいけないと強制する

ことはできないと思うんですけれども、だとすると、そうならないための対策って、何かいろい

ろ考えなければいけないのではないか。 

 すごく極端なことを言うと、揚水があるおかげで出力抑制というのがこれだけでとまっている。

揚水がなくなっちゃったらもっとふえているなんていうことがあったとすると、例えば売れ残り

のＦＩＴ非化石電源の価値だとかというのの一部は、そういう系統で揚水に割り当てなきゃいけ

ないんじゃないかとか、そういうような類いの議論ってすぐにしなければいけなくなるので、も

し本当にそれが現実的だとすれば、もうできるだけ早いタイミングで知らせていただきたい。 
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 事業者のほうも、もう揚水廃止ということも念頭に置いていますなどというようなことがあっ

たとすると、いろんな意味で大問題になるので、それはもうできるだけ早い段階でエネ庁等とも

情報を共有してその制度設計が起こってきてほしいし、非常に短期的に言って、これが限界電源

になるなどと全く想定していないので、今現在は出てこなくても問題にならないと思いますが、

もう本当にそんなことを考えている事業者がいるんだとするならば、できるだけ早い段階で明ら

かにしていただいて、議論をちゃんとしなければいけないのではないか。そういう類いの制度設

計って、すごい時間がかかるので、もう突然に容量市場の20年の直前にそんなこと言われて、24

年にもとまっちゃう可能性がありますなんて言われても、もう対応できないと思いますから、で

きるだけ早いタイミングで言っていただきたい。 

 次に、容量市場、調整力市場全般に言えることだと思いますが、今回のに限らず、例えば諸外

国では容量市場に入ってこれる、あるいは調整力市場に入ってこれるんだけど、日本の要件だと

入れないというような類いのもので、実際に諸外国で活躍しているもの、あるいはもし仮にそう

でなかったとしても、日本でだったら活躍する余地は十分あるけれど、今の要件では入れないと

か、あるいは評価が低くなり過ぎるなんていうものがあったりすると、これに関しては早急に要

件の見直しというのが必要になってくると思うので、もし事務局のほうでもそういうようなもの

を把握しているのだとするならば、ぜひそういうのを積極的に情報として出していただきたい。 

 例えば、蓄電池とかで入ってくるとかというようなときに、一定以上の時間稼働することとい

う要件が厳しくあると入ってこれないけれど、しかしイギリスとかでは十分活躍している電源な

どというようなものというのがあるとすると、その要件を見直すとかというようなことも必要に

なってくるのかもしれない。そういう情報というのがもしあったとするならば、今回出てきた例

というのでもしあれば言うに及ばず、そうでなくてもぜひ積極的に出していただいて、より合理

的な要件なり制度なりというのにできるようにしていただきたい。 

 とりわけ容量市場は、いろんな制度設計のぐあいによって価格が当面高くなるという可能性と

いうのを相当に心配しているわけでして。例えば経過措置の設計の仕方だとか、あるいは需要曲

線の引き方だとかというので高くなりかねないというようなことはいっぱい出てきているので、

それを緩和するためにはできるだけいろんな電源に入ってきてほしいというような要請は、今ま

で以上に強くなっていると思います。その点十分考えた上で、諸外国では入れるものが入れない

なんていうことがないかどうか、あるいは仮に諸外国では入っていないとしても、合理的な電源

として日本であるようなものが入れないかどうかということは常に検討していただきたい 

 次に、価格つり上げ防止に関してなんですが、売り惜しみの監視というのはしていただくと。

具体的に今回出てきたというので、整理の仕方は間違っていないと思いますが、均衡価格の近傍
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で見るというのは、例えば均衡価格は５円になっているときに、３円に出した札に関して、本当

は２円が正しかったのじゃないか、３円は高過ぎるじゃないかと言ったってしようがないという

ようなことで、そういうところはわざわざ見ないというのは労力の合理化というところでもそう

だろうと思います。 

 それから、均衡価格が５円ぐらいのところに、本来は９円で入れるべきところを10円で入れて

いる、けしからんじゃないかということをやったとしても、本来の価格にしたってどのみち落札

されないなんていうのをうるさく言ってもしようがないというようなことで、均衡価格の近傍を

見るというのはいいと思うんですが、例えば売らなかったというのは容量市場の上限価格よりも

上の価格をつけたというのと理論的には同じわけですね。 

 ところが、売り惜しみをしているんだけど、均衡価格は５円で、本来正しい価格をつけたら５

円かそれ以下だったじゃないかというようなものについては、均衡価格から相当遠かったとして

も問題になり得るということなので、今回、その均衡価格の近傍だけじゃなく、売り惜しみもち

ゃんと見ますということを言ってくださったのは正しいと思うんですが、つまりそういうこと。 

 つまり、大幅に高い価格をつけている。売り惜しみというのは、上限価格を超える価格だとい

うようなこと。でも、それ、ちゃんと正しくやれば均衡価格以下か、その近傍まで行ったじゃな

いかというようなものについては、均衡価格から相当遠かったとしても、ちゃんと監視していた

だくということがとても重要です。それが恐らく売り惜しみというのをちゃんと監視するという

ことの意味だと思いますので、仮に本当に文字通り売り惜しみで市場に出てこなかったものだけ

じゃなくて、非常に高い価格がついているものでも、著しく高くなっているものというのは、ど

のみち監視しなければいけないということを決して忘れないようにお願いします。 

 次に、戻ってスライド15のところ、下げ調整力というのを揚水とかで価値を見るというような

ことに関しては、広域機関で下げ調整力については独立して調達しなくてもいいんじゃないかと

いうのは、これ十分にある意味で余っていると言うと変なんですが、上げ調整力さえ調達できて

いれば、わざわざ調達しなくも十分能力あるだろうと、そういう整理だと思うんですね。決して

この価値を無視しているということではないので、その整理とコンシステントであるかどうかと

いうのを見て、このやり方では揚水が救えないということなら、別のやり方を考えなければいけ

ない。最初に言った点に戻ってきますが、そういうことになると思いますので、これだけに固執

することなく、総合的にいろんな手段を考えていただきたい。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 
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 それでは、小宮山委員、お願いします。 

○小宮山委員 

 ご説明ありがとうございました。 

 私のほうからコメントで14枚目、15枚目のスライドに関して、先ほどの大山先生の意見にも関

連するのでございますけれども、やはり電力貯蔵型の電源の価値を評価する適切な制度を検討す

ることが考えられるという点に賛同させていただきたいというふうに思います。やはりこうした

15枚目のスライドに書いてあるような、例えば揚水式水力発電所ですと経済揚水のように、値差

収入をベースに、恐らく資本回収するようなビジネスモデルは市場環境によって変化し得るので

はないかと。例えば今、夏のような高需要期に太陽光がたくさん入ってきた場合には、昼夜で恐

らく値差というのが余り発生しなくなるような、そうしたシチュエーションも十分に考えられま

す。 

 しかしながら一方で、ほかの季節では揚水というのは極めて重要な機能を発揮する電源でござ

いますので、こうした適切な制度を検討するということは必要なことかと思います。 

 例えば、やはり再生可能エネルギーがより大量に入ってくれば、恐らく季節間での変動のよう

な、そうした対応をする電源を確保するということも非常に重要になるかというふうに思います。

それを別途、制度として検討するのか、もしくは卸市場でそうしたところをもう少し詳細に評価

できないのかどうか。 

 それからあと、こちらの14枚目にもブラックスタート電源という、非常に重要な電源でござい

ますけれども、このほかにも恐らく電圧調整機能を具備した電源というのも非常に電力の安定供

給上極めて重要でございますので、そうした価値をしっかり評価する枠組みというのは恐らく必

要になるかもしれませんので、継続してご検討をいただければというふうに思っております。 

 以上でございます。 

○横山座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、菅野さん、お願いします。 

○菅野オブザーバー 

 私もページ14、15のところを発電事業者側の実感として申し上げますと、今、松村先生からご

指摘のあった沖縄で揚水発電所を廃止したのはJ-POWERでございますので、それについては沖縄

電力の系統上の役割についてかなりの協議をして、さらにはJ-POWERとしていわゆるここで言う

経済揚水ですね、値差を利用した活用できないかということについてもかなり検討した結果とし

て、どうしても無理だということで廃止に至ったという経緯がございます。 
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 そうした経験を踏まえて、今回の市場設計の観点から申し上げますと、今回こうやって揚水を

含めた電力貯蔵型のものに関しての問題提起をいただいたこと、非常にありがたいというふうに

思っております。 

 今の方向ですと、先ほど松村先生からご指摘あったとおり、需給調整市場については、今、下

げ側の消費についてはつくらないというふうな方向性にございますので、そうすると揚水発電を

持っている人間はどうやって振る舞うかというと、容量市場になるべく取れるように札を入れて、

容量市場の入札で落札させていただいた上で、自分で安いと思ったところで水を上に上げておい

て待っている。待っていた上で、ウイークリー、毎週に決まる需給調整市場のほうの札を入れる

のか、前日に入れるスポット市場に入れるのかというのも、近づいてきたところでマーケットの

状況を見ながら、発電事業者のほうも判断をしていくというふうな運用になるんだろうと思いま

す。 

 ただ、そうしますと、安いと自分で思ったときに水をあらかじめ上に上げて貯蔵して蓄電して

おきますので、今九州で行われておりますような火力発電を最低負荷まで落として、それでも余

る再エネについては揚水で上に上げてというふうな、そういう使われ方にはちょっとなじまなく

なる。あらかじめ発電事業者は自分の判断で水を上に上げ、蓄電しておく必要があるので。とい

うところはちょっと需給調整市場のロジックとしては、下げ調整力は必要ないと。ほかに火力電

源があるからというのは、そのとおりかなと思うんですが、再エネ大量導入のロジックからいう

と、ちょっとそこは、水を上に上げてあらかじめ待ってろと言われると、ここにはもう再エネを

吸収する余力はなくなっているわけですので、そこについては矛盾が生じているのかなと。この

辺を含めて、今回いただいた問題提起の方向でぜひこの点についてのご検討をいただきたいなと

いうふうに思っております。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 佐藤さん、お願いします。 

○佐藤オブザーバー 

 11スライド目のところで、かなりテクニカルなお話をさせていただきますけれども、これは鍋

島室長が正しく指摘されながらご説明されたんですけれども、この一番最後の※２のところをか

なり心配していまして、選択という仕組みにした場合、本当に需給ひっ迫時に火力をバランス停

止にしなくて、ホットな状態で本当に厳しいときに全ての火力は確保できるかどうか、特に21年

以降Δkwhって、広域運用になりますので、即破綻する場合が来てしまいますので、相当ここの

運用のところというのは、選択するという仕組みも含めて大丈夫かどうかというのは広域機関で
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も、ぜひ、相当これは検討させていただいて、役所とも共有をさせていただきたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○横山座長 

 ありがとうございます。 

 それでは、鍋田さん、お願いします。 

○鍋田オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 私も14ページの電力貯蔵型の電源のところについて１点お話をさせていただきたいと思います。 

 このような揚水とか蓄電池のような電力貯蔵型の電源ですけれども、これまでの供給力等の供

給に加えて、再エネ電源の出力抑制低減という観点から、その重要性はこれからどんどん高まっ

ていくんじゃないかと思っています。 

 今回、市場をつくっていただいて、容量市場とか需給調整市場をつくっていただいて、Δkwh

価値、これで総合的に運転に必要な費用を回収していくことになるんですけれども、そこを評価

して、もし回収できないようであれば、再エネ抑制の低減できるというメリット、ほかにも価値

があると思いますけれども、そういうところで評価する必要があるのではないかというぐあいに

思います。 

 これから、いろんなその価値をどう評価をするかというのを検討していくということになると

思うんですけれども、例えば先ほど松村委員が言われましたけれども、再エネの抑制が低減でき

る。もし抑制しているときは、再エネ発電事業者はそのときには一切収入もなくなってしまいま

すので、仮に貯蔵によって発電できるということであれば、そのメリットを用いて貯蔵設備の確

保をするとか、そういう案も考えられるのではないかと思いますし、これからいろいろな案を検

討していけばよろしいかと思います。 

 以上です。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 それでは、山田さんのほうからお願いします。 

○山田オブザーバー 

 ありがとうございます。 

 私のほうから一般送配電の立場といたしまして、発電指令電源の運用に関してちょっとご意見

を申し上げさせていただきたいと思います。 

 まず、先ほどご説明にもございましたけれども、発動指令電源の発動ということには一般送配
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電事業者の判断ということになるということで、スライド11、12のほうにいろいろ記載いただい

てございますけれども、ほかの主張との関連を考慮いたしますと、運用ルールとか整理すべき課

題がかなりあるのかなというふうに考えてございます。 

 具体的には、11スライド目でご説明ございましたけれども、発動指令電源が需給調整市場でΔ

kwhを落札した場合には、一般送配電事業者が容量確保なのか、調整力なのかということで判断

して発動指令を行うといったような記載がございます。いずれ、本来そういった事前にはキロワ

ット価値、それからΔkwh価値というものの両方確保されているということが重要かと思ってご

ざいます。 

 それで下の※２のほうで、先ほど佐藤事務局からのご意見もございましたけれども、やはり火

力がバランス停止して、供給力が減少するといったようなところが非常に懸念されますので、そ

れが顕在化してきているといったようなことがわかった場合には、改めて議論をお願いしたいと

いうふうに考えてございます。 

 それから、スライド12のほうに容量市場で広域的に確保された発動指令電源について記載ござ

いますけれども、その広域的運用方法、いわゆるひっ迫エリアに対しまして、どの電源をどのよ

うに発動するかという点につきましては、広域需給調整による広域運用を含めまして、総合的に

運用するということになろうかと思ってございます。その辺の運用ルールを明確化するという必

要がありますし、システム対応も含めまして検討が必要かと思ってございます。 

 いずれにしましても、こういった対応は需給ひっ迫時の運用者として非常にふくそうした状況

での対応となりますので、実運用断面としては極力シンプルな運用にすべきなのかなというふう

に考えてございます。 

 したがって具体的な運用方法の整理に当たりましては、システム対応の要否も含めまして実務

面を考慮しながら検討が必要かと思いますので、これらの検討につきましても私どもも協力はさ

せていただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

 以上でございます。 

○横山座長 

 どうもありがとうございました。 

 ほかにいかがでしょうか。 

 たくさんのご意見いただきましてありがとうございました。きょういただきましたご意見をも

とに引き続き検討を進めていただきたいと思います。 

 どうもありがとうございました。時間以内にきょうは終わることができました。それでは、事

務局から何かございますでしょうか。 
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○鍋島電力供給室長 

 １点ご報告でございますけれども、４月22日からＪＥＰＸにおきまして間接送電権市場のオー

クションを開始しております。今、札入れが行われているところですけれども、初回の取引実施

日はあさって４月24日になります。間接送電権市場におきましては、週間24時間型の商品を１回

のオークションで一月分取り扱うことにしております。したがいまして、今回のオークションで

は2019年６月の４週間分の間接送電権が対象となっております。 

 今回の取引対象とする連系線につきましては、分断の状況、値差の状況等考慮しまして、北本、

東京中部ＦＣ、本四、阿南紀北、関門の５本の連系線としております。今後オークションの結果、

また６月に実際に値差がどう発生しているかとか、そういうこともわかるわけですけれども、実

際の取引の結果を踏まえまして７月以降ＪＥＰＸにおいて間接送電権検討会を開催し、引き続き

制度の評価や改善を図ってまいりたいと考えております。 

○横山座長 

 ありがとうございました。 

 先ほど非化石価値取引市場のこれまでの議論の取りまとめをいただくということに皆さんご異

議ございませんでしたけれども、このさまざまな市場を含めましてこれまで議論をしてまいりま

したので、非化石価値取引市場だけではなくて、これまでの各市場の議論の取りまとめ案を次回

に準備をしていただくということで進めたいと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。 

 どうもありがとうございました。 

 それでは、事務局よりスケジュールをよろしくお願いいたします。 

○鍋島電力供給室長 

 次回の開催につきましては、日程等詳細が決まり次第、ホームページ等でお知らせいたします。 

○横山座長 

 それでは、これをもちまして本日の作業部会を終わりにしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

－了－ 


